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母
子
ま
た
は
父
子
世
帯
や
65
歳
以
上
の

高
齢
者
の
み
の
世
帯
、
障
が
い
者
の
い
る

世
帯
で
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
付
が
困
難
で
あ
り
、
平
成
31
年
１
月
１

日
現
在
、
次
の
条
件
に
す
べ
て
当
て
は
ま

る
人
は
減
免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
人
は
減
免
の
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
条
件

・�

低
所
得
に
よ
り
、
生
活
の
た
め
国
・
県

ま
た
は
市
か
ら
各
種
福
祉
手
当
、
各
種

年
金
な
ど
の
支
給
を
受
け
て
い
る
。

・�

世
帯
全
員
が
、
居
住
用
以
外
の
固
定
資

産
を
持
っ
て
い
な
い
。

・�

所
有
す
る
居
住
用
の
宅
地
の
面
積
が
200

㎡
以
下
で
あ
る
。

・�

世
帯
全
員
の
総
所
得
金
額
が
生
活
保
護

法
に
よ
る
保
護
基
準
の
1.1
倍
を
超
え
な

い
。

※�

世
帯
の
年
齢
状
況
等
で
基
準
額
は
毎
年

変
動
し
ま
す
の
で
納
付
が
困
難
な
人
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
方
法

①
印
鑑
②
年
金
手
帳
・
障
害
者
手
帳
・
年

金
証
書
等
③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た

は
通
知
カ
ー
ド
（
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は

運
転
免
許
証
等
の
本
人
確
認
資
料
が
併
せ

て
必
要
で
す
。）
を
持
参
の
う
え
、
税
務

課
に
あ
る
指
定
様
式
で
納
付
期
限
の
７
日

前
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

～
ひ
と
り
じ
ゃ
な
い
よ
。
ひ
と
り
に
し
な

い
よ
。
～

　

季
節
の
変
わ
り
目
は
環
境
の
変
化
な
ど

で
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
や
す
い
時
期
で
す
。

あ
な
た
の
周
囲
に
悩
ん
で
い
る
人
は
い
ま

せ
ん
か
。自
殺
に
傾
く
人
は
言
葉
や
行
動
、

心
身
の
不
調
な
ど
何
ら
か
の
サ
イ
ン
を
発

し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

い
つ
も
と
違
う
な
と
感
じ
た
ら
、「
ど

う
し
た
の
？
」と
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
の
周
り
の
大
切
な
い
の
ち
を
み
ん

な
で
守
り
ま
し
ょ
う
。

　

保
健
セ
ン
タ
ー
で
は
毎
月
１
回
（
原
則

第
２
火
曜
日
・
要
予
約
）
精
神
科
専
門
医

に
よ
る
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収
（
年
金

天
引
き
）
さ
れ
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
、

２
０
１
９
年
度
の
仮
徴
収
開
始
通
知
を
３

月
中
旬
に
納
税
義
務
者
で
あ
る
世
帯
主
あ

て
に
お
送
り
し
ま
す
。
４
月
以
降
に
年
金

か
ら
徴
収
す
る
保
険
税
を
記
載
し
て
い
ま

す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。
届出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、受けられなくなったりする場合がありますので、次のようなときは、
自ら届出を行うことが必要です。忘れずに届出をしましょう。� ▶問合せ　国保医療課　国保年金係（☎95－0123）

こんなとき どうする 届出先 手続きに必要なもの
20歳になったとき
（厚生年金・共済組合の
加入者を除く）

国民年金に加入の手続き 第1号被保険者→国保医療課国保年金係�※1
第3号被保険者→配偶者の勤務先 印鑑

会社を退職したとき 国民年金に加入の手続き
（被扶養配偶者も同様） 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳、資格喪失証

明書、離職証明書等
結婚や退職等で配偶者
の扶養になったとき

第3号被保険者への種別変更
の手続き 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先におたずね

ください。
配偶者の扶養からはず
れたとき

第3号被保険者から第1号被
保険者への種別変更の手続き 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳、資格喪失証

明書
第3号被保険者の配偶者
が会社をかわったとき

引き続き第3号被保険者とな
る手続き 配偶者の新しい勤務先 配偶者の勤務先におたずね

ください。

海外に居住するとき 任意加入の手続き 国保医療課国保年金係 印鑑、年金手帳国民年金をやめる手続き
年金の受給資格の期間
が満たないとき

任意加入の手続き（60歳～
70歳未満の人が対象） 国保医療課国保年金係※1 印鑑、年金手帳、預貯金通帳、

預貯金通帳届出印
年金額を満額に近づけ
たいとき

任意加入の手続き（60歳～
65歳未満の人が対象） 国保医療課国保年金係※1 印鑑、年金手帳、預貯金通帳、

預貯金通帳届出印
年金手帳をなくしたと
き 再交付の手続き 第1号被保険者→国保医療課国保年金係�※2

第3号被保険者→年金事務所 印鑑、本人を確認できるもの

第1号被保険者…自営業者・農林漁業従事者・学生・無職などの人で20歳以上60歳未満の人
第3号被保険者…�厚生年金や共済年金に加入している65歳未満の会社員や公務員などに扶養されている配偶者で、20歳以上60歳

未満の人
※1�刈谷年金事務所でも手続き可能　※2�お急ぎの場合は刈谷年金事務所でご相談ください。

年
金
か
ら
天
引
き
す
る

国
民
健
康
保
険
税
額
に
つ
い
て

国
保
医
療
課�

国
保
年
金
係

（
☎
（95）
０
１
２
３
）

国民年金～こんなときは、忘れずに届出を！～

３
月
は
自
殺
対
策
月
間
で
す

保
健
セ
ン
タ
ー　
　

�（
☎
（82）
８
２
１
１
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

減
免
に
つ
い
て

税
務
課�

資
産
税
係　
（
☎
（95）
０
１
４
８
）
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市
で
は
、
進
ん
で
善
い
行
い
を
し
て
い

る
児
童
生
徒
を
毎
年
表
彰
し
て
い
ま
す
。

受
賞
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
、
積
極
的
に
学
校

や
地
域
の
行
事
に
参
加
し
た
り
、
人
の
た

め
に
行
動
し
た
り
す
る
な
ど
、
他
の
児
童

生
徒
の
模
範
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
、
表
彰
さ
れ
た
の
は
次
の
皆
さ

ん
で
す
。�
《
敬
称
略
》

○
松
尾　

凪
咲
（
知
立
小
学
校
）

　

挨
拶
で
あ
ふ
れ
る
学
校
に
す
る
た
め
、

挨
拶
の
大
切
さ
を
全
校
に
呼
び
か
け
、
自

ら
進
ん
で
挨
拶
す
る
な
ど
努
力
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
学
校
生
活
を
よ
り
よ
く
し
て

い
こ
う
と
行
動
す
る
姿
。

○
岡
田　

亮
一
（
猿
渡
小
学
校
）

　

下
級
生
の
安
全
を
最
優
先
さ
せ
て
登
校

し
た
り
、
学
級
で
困
っ
て
い
る
友
達
に
優

し
く
声
を
か
け
て
、
手
を
差
し
伸
べ
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
た
。
他
者
の
こ
と
を
考

え
て
行
動
す
る
模
範
的
な
姿
。

○
近
藤　

爽
太
（
来
迎
寺
小
学
校
）

　

地
域
の
人
に
進
ん
で
気
持
ち
の
よ
い
挨

拶
が
で
き
た
。
ま
た
、
交
通
安
全
パ
レ
ー

ド
な
ど
で
安
全
な
登
下
校
を
呼
び
か
け
、

全
校
児
童
の
交
通
安
全
意
識
の
向
上
に
貢

献
し
た
。
礼
儀
正
し
く
、
率
先
し
て
行
動

す
る
態
度
。

○
宮
下　

詩
菜
（
知
立
東
小
学
校
）

　

友
達
が
困
っ
て
い
る
と
き
に
、
率
先
し

て
声
を
か
け
、
手
伝
う
こ
と
が
で
き
た
。

学
級
・
学
年
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
友
達

か
ら
の
信
頼
も
厚
い
。
周
り
の
人
へ
の
思

い
や
り
の
あ
る
態
度
。

○
安
光　

陽
菜
（
知
立
西
小
学
校
）

　

和
太
鼓
部
の
部
長
を
務
め
、中
心
と
な
っ

て
地
域
の
祭
や
福
祉
施
設
で
演
奏
し
た
。

演
奏
を
通
し
て
、
地
域
交
流
の
大
切
さ
や

尊
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
地
域
行

事
へ
の
参
加
と
温
か
い
交
流
を
す
る
姿
勢
。

○
高
木　

美
空
（
八
ツ
田
小
学
校
）

　

誰
に
対
し
て
も
、
優
し
さ
と
思
い
や
り

を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
福
祉
の

里
や
ち
こ
フ
ェ
ス
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

自
主
的
に
参
加
し
、
活
躍
し
た
。
社
会
貢

献
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
態
度
。

○
鳥
居　

は
る
か
（
知
立
南
小
学
校
）

　

学
校
全
体
の
生
活
向
上
の
た
め
に
積
極

的
に
自
分
の
考
え
を
提
案
し
、
責
任
を

も
っ
て
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
イ

デ
ア
あ
ふ
れ
る
積
極
的
な
行
動
力
と
み
ん

な
の
た
め
に
活
動
で
き
る
姿
。

○
田
岡　

美
有
希
（
知
立
中
学
校
）

　

常
に
先
頭
に
立
ち
、
全
校
生
徒
が
気
持

ち
よ
く
学
校
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
中
心
と
な
っ
て
活
躍
し
た
。
学
校
生

活
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
行
動
力
と

献
身
的
に
取
り
組
む
姿
。

○
加
藤　

駿
（
竜
北
中
学
校
）

　

日
常
的
な
呼
び
か
け
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
行
事
の
時
に
は
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
し
、
積
極
的
に
仲
間
に
声
を
か
け
て

活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
全
校
生
徒
の

た
め
に
懸
命
に
努
力
す
る
姿
。

○
増
田　

璃
音
（
知
立
南
中
学
校
）

　

ゴ
ス
ペ
ル
団
体
に
所
属
し
、
高
齢
者
施

設
な
ど
で
の
慰
問
活
動
や
教
会
で
の
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
を
継
続
的
に
行
い
、�

高
齢
者
や
子
ど
も
た
ち
を
勇
気
付
け
た
。

人
に
手
を
差
し
伸
べ
る
優
し
い
姿
。

▼
展
示
入
札
期
間　

３
月
１
日
㈮
～
10
日

㈰
（
４
日
㈪
は
休
館
日
）

▼
と
こ
ろ　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
Ｋ
Ｃ

（
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
管
理
棟
２
階
）

▼
内
容　

再
生
補
修
家
具
な
ど
の
入
札
を

し
ま
す
。

▼
応
札
価
格　

１
点
に
つ
き
100
円
か
ら
で

す
。

▼
対
象　

市
内
在
住
ま
た
は
刈
谷
市
在
住

の
人

▼
開
札
・
連
絡
・
引
渡
期
間

３
月
13
日
㈬
～
17
日
㈰

※�

引
渡
期
間
厳
守
。
期
限
ま
で
に
取
り
に

来
ら
れ
な
い
場
合
は
落
札
無
効
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
し
ば
ら
く
の
間
入
札
が

無
効
に
な
り
ま
す
。

※�

引
渡
時
は
本
人
確
認
で
き
る
も
の
を
必

ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

展
示
品
の
状
態
を
確
認
の
う
え
、
責
任

を
持
っ
て
入
札
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

営
利
目
的
の
入
札
、
返
品
お
よ
び
キ
ャ

ン
セ
ル
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
運
び
出
し
は
自
己
搬
出
で
す
。

　

県
で
は
、
愛
・
地
球
博
の
理
念
と
成
果

で
あ
る
「
環
境
」「
交
流
」「
市
民
参
加
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
記
念
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

し
ま
す
。

▼
と
き　

３
月
23
日
㈯
・
24
日
㈰　

午
前

10
時
～
午
後
４
時

▼
と
こ
ろ　

愛
・
地
球
博
記
念
公
園
（
長

久
手
市
）

▼
内
容　

自
然
素
材
等
を
利
用
し
た
工
作

教
室
の
出
展
、
市
民
参
加
ス
テ
ー
ジ
等
を

実
施
す
る
ほ
か
、
様
々
な
ブ
ー
ス
や
グ
ル

メ
も
多
数
出
展
す
る
予
定
で
す
。

▼
参
加
費　

無
料
（
一
部
有
料
プ
ロ
グ
ラ

ム
有
）

〇
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

https://w
w
w
.pref.aichi.jp/koen/

　

県
で
は
、「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
を
平
成

30
年
７
月
か
ら
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
は
、
外
見
か
ら
分

か
ら
な
く
て
も
援
助
や
配
慮
を
必
要
と
し

て
い
る
人
が
、
周
囲
の
方
に
配
慮
を
必
要

と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
で
す
。

▼
対
象　

外
見
か
ら
分
か
ら
な
く
て
も
援

助
や
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
人

▼
配
布
場
所　

市
役
所
福
祉
課（
１
階
）、

県
保
健
所
等

▼
申
請
方
法　

対
象
者
ま
た
は
そ
の
代
理

人
か
ら
の
口
頭
申
請

リ
サ
イ
ク
ル
家
具
の
展
示
・
販
売

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
Ｋ
Ｃ（
☎
（21）
７
２
５
１
）

善
行
児
童
生
徒
の
表
彰

学
校
教
育
課�

学
校
教
育
係

（
☎
（95）
０
１
３
６
）

愛
知
県
だ
よ
り

モ
リ
コ
ロ
パ
ー
ク
春
ま
つ
り
を

開
催
し
ま
す

県
建
設
部�
公
園
緑
地
課

（
☎
０
５
２
（954）
６
４
９
１
）

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を
配
布
し
て
い

ま
す

県
健
康
福
祉
部�

障
害
福
祉
課

（
☎
０
５
２
（954）
６
２
９
４
）
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３
月
29
日
㈮
か
ら
、
八
ツ
田
町
川
畔
、

八
ツ
田
町
門
前
、
新
林
町
東
新
切
、
新
林

町
新
池
、
新
林
町
新
林
、
新
林
町
茶
野
、

新
林
町
欠
藪
、
新
林
町
平
草
の
各
一
部
区

域
で
、
新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。（
左
図
参
照
）

　

供
用
開
始
区
域
の
詳
細
は
、
次
の
と
お

り
縦
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
縦
覧
期
間　

３
月
８
日
㈮
～
22
日
㈮

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。）

▼
縦
覧
時
間　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
15
分

▼
縦
覧
場
所　

下
水
道
課（
市
役
所
２
階
）

※�

供
用
開
始
区
域
図
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
下
水
道
へ
の
接
続

　

今
回
下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ
う
に
な

る
区
域
に
お
住
ま
い
の
人
で
、
汲
み
取
り

便
所
を
使
用
さ
れ
て
い
る
人
に
つ
い
て
は

３
年
以
内
に
、
そ
れ
以
外
の
人
は
遅
滞
な

く
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
使
用
で
き
る
区
域
に
お

住
ま
い
の
人
で
、
ま
だ
、
接
続
工
事
を
さ

れ
て
な
い
人
も
同
様
に
お
願
い
し
ま
す
。

●
受
益
者
負
担
金
制
度

　

公
共
下
水
道
の
整
備
に
伴
い
、
下
水
道

が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
区
域
の
人
に
建

設
費
用
の
一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
の

が
受
益
者
負
担
金
制
度
で
す
。

　

新
た
に
下
水
道
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ

た
区
域
の
土
地
の
所
有
者
に
対
し
、
５
月

頃
に
受
益
者
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。
そ

の
申
告
書
に
よ
り
誰
を
受
益
者（
支
払
者
）

に
す
る
か
を
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
市
は
申
告
書
に
基
づ
き
決
定

し
た
受
益
者
に
対
し
９
月
上
旬
に
土
地
の

面
積
に
応
じ
た
受
益
者
負
担
金
の
納
入
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。（
負
担
金
は
土
地

に
対
し
て
賦
課
さ
れ
る
も
の
で
、
一
度
限

り
で
す
。）

　

負
担
金
額
は
、
受
益
地
面
積
に
１
㎡
当

り
350
円
を
乗
じ
て
算
出
し
ま
す
。（
受
益

者
負
担
金
に
消
費
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。）

　

放
置
自
転
車
等
（
原
動
機
付
自
転
車
を

含
む
）
は
歩
行
者
や
通
行
車
両
の
妨
げ
に

な
る
だ
け
で
な
く
、
緊
急
時
の
避
難
・
救

助
・
消
火
活
動
の
妨
げ
に
も
な
り
ま
す
。

駅
周
辺
に
自
転
車
等
を
駐
車
す
る
と
き
は
、�

有
料
・
無
料
の
各
自
転
車
駐
車
場
を
利
用

し
、
周
辺
の
交
通
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
進
学
や
転
勤
な
ど
で
自
転
車
等

を
利
用
し
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
自
転
車

駐
車
場
に
長
期
間
放
置
せ
ず
、
自
転
車
駐

車
場
の
有
効
利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
試
験
種
類

①
大
学
卒
業
程
度
試
験

②
大
学
院
卒
業
者
試
験

▼
応
募
資
格

①�

22
歳
以
上
26
歳
未
満
（
20
歳
以
上
22
歳

未
満
の
人
は
大
学
卒
業
（
見
込
み
含

む
）、
修
士
課
程
修
了
の
人
な
ど
（
見

込
み
含
む
）
は
28
歳
未
満
の
人
）

②�

修
士
課
程
修
了
し
た
人
な
ど
で
、
20
歳

以
上
28
歳
未
満
の
人

▼
試
験
日

［
１
次
］
５
月
11
日
㈯
・
12
日
㈰

［
２
次
］
６
月
11
日
㈫
～
14
日
㈮
の
い
ず

れ
か
１
日

▼
受
付
期
間　

３
月
１
日
㈮
～
５
月
１
日

㈷※�

詳
し
く
は
自
衛
隊
安
城
地
域
事
務
所
へ

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■ 供用開始済区域
■ 今回供用開始区域

下
水
道
の
供
用
区
域
が
広
が
り

ま
す

下
水
道
課�

下
水
庶
務
係（

☎
（95）
０
１
５
９
）

放
置
自
転
車
を
な
く
そ
う

土
木
課�
管
理
係　
　
（
☎
（95）
０
１
５
５
）

自
衛
隊
幹
部
候
補
生
（
一
般
）

募
集

自
衛
隊
安
城
地
域
事
務
所

（
☎
（74）
６
８
９
４
）
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県
で
は
、
中
小
企
業
の
人
材
育
成
を
支

援
す
る
窓
口
「
愛
知
県
産
業
人
材
育
成
支

援
セ
ン
タ
ー
」
と
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
ひ

と
育
ナ
ビ
・
あ
い
ち
」を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、「
新
た
に
従
業

員
を
雇
っ
た
が
、
教
育
方
法
が
わ
か
ら
な

い
」「
従
業
員
の
ス
キ
ル
を
向
上
さ
せ
た

い
」
な
ど
産
業
人
材
育
成
に
関
す
る
相
談

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
「
ひ
と
育
ナ

ビ
・
あ
い
ち
」
で
は
、
従
業
員
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
に
関
す
る
県
内
の
研
修
、
講
座
、

セ
ミ
ナ
ー
情
報
を
検
索
で
き
る
ほ
か
、
中

小
企
業
の
魅
力
を
発
信
で
き
ま
す
。ま
た
、

ご
利
用
登
録
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

メ
ー
ル
で
関
連
情
報
が
配
信
さ
れ
ま
す
。

▼
問
合
せ　

県
産
業
人
材
育
成
支
援
セ
ン

タ
ー
（
Ｅ
メ
ー
ル�sangyo-jinzaisien@

pref.aichi.lg.jp

）

　これから進学や就職などで引越しする人が多くなります。上下水道の開始や中止の手続きは、お早めにお願いし
ます。
　なお、電話での受付はしていませんので、ご注意ください。市ホームページの水道課のページにも掲載されてい
ますので、ご覧ください。

▶問合せ　水道課　料金係（☎95－0132）

上下水道の開始・中止申請方法　※必ず希望する日の3日前までに申請してください。
①市役所窓口での申請
　市役所2階　水道課⑪窓口（業務時間　平日午前8時30分～午後5時15分）
② FAXによる申請
　 専用の申請書を FAX で送信してください。申請書は市ホームページトップの「お役立ち情報」→「申請書・

様式ダウンロード」等からダウンロードできます。
　また、水道課へ業務時間内に電話いただければ申請書を送付します。
③あいち電子申請・届出システム（インターネットからの申込み）による申請
　詳しくは「あいち電子申請・届出システム」ホームページをご覧ください。
　（市ホームページからリンクしています。）
　※電話による申請は受付けていませんのでご注意ください。
　※使用者本人からの申請ができない場合、代理（会社・家族等）申請も可能です。
　※使用者の名義変更も①～③のいずれかの方法でお願いします。

水道料金・下水道使用料の納入方法
下記①、②のいずれかの方法で納入してください。途中での切り替えも可能です。
①口座からの引落し　※検針した月の翌月10日（休日の場合は翌営業日）
　以下の金融機関の口座（一部除く）で可能です。
　 三菱 UFJ 銀行・愛知銀行・中京銀行・名古屋銀行・三重銀行・碧海信用金庫・岡崎信用金庫・豊田信用金庫・

西尾信用金庫・愛知県中央信用組合・あいち中央農業協同組合・ゆうちょ銀行
　※クレジットカードでのお支払いはできません。
　※ 用紙は、水道課または上記金融機関の市内店舗窓口（一部除く）にありますので、通帳とお届け印、検針票

（お手元にある場合）を持参のうえお申込みください。
　※郵送による申請も可能ですので、用紙を水道課まで請求してください。
　※口座からの引落しの場合、引落し開始まで1か月程度かかることがあります。
②納付書払い　※検針した月の月末に納入通知書（はがき）を送付します。
　以下の場所で納入してください。
　上記金融機関の窓口（一部除く）・納入通知書に記載のあるコンビニエンスストア・市役所2階水道課

あいち人材力
強化プロジェクト
イメージキャラクター
「アイチータ」

上 下 水 道 の 手 続 き は お 早 め に

知立市水道事業
マスコットキャラクター

「みずっち」

QR コード

産
業
人
材
育
成
に
ご
活
用
く
だ

さ
い

県
産
業
人
材
育
成
支
援
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
５
２
（954）
６
７
１
７
）
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軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の
所
有

者
等（
納
税
義
務
者
）に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

軽
自
動
車
を
登
録
、
廃
車
、
譲
渡
等
す

る
場
合
に
は
、
関
係
機
関
へ
の
届
出
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
、
盗
難
等

に
よ
り
実
際
に
所
有
し
て
い
な
く
て
も
所

定
の
手
続
き
を
し
な
い
と
い
つ
ま
で
も
税

金
が
か
か
り
ま
す
。

　

軽
自
動
車
税
は
、
普
通
自
動
車
と
は
違

い
、
月
割
で
計
算
し
ま
せ
ん
。
４
月
１
日

を
過
ぎ
て
か
ら
廃
車
、
名
義
変
更
を
し
て

も
税
の
払
戻
し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

３
月
末
は
、
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の
で

早
め
に
手
続
き
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

〇
軽
自
動
車
等
の
手
続
き

▼
市
役
所
で
で
き
る
手
続
き

・
原
動
機
付
自
転
車
（
125�

cc
ま
で
）

・
小
型
特
殊
自
動
車

・
ミ
ニ
カ
ー

▼
市
役
所
以
外
の
手
続
き
場
所

車
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※�

手
続
き
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
手

続
き
内
容
で
異
な
り
ま
す
の
で
、
右
記

機
関
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
軽
自
動
車
税
の
税
額

５
月
中
旬
に
お
送
り
す
る
納
税
通
知
書
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

〇
グ
リ
ー
ン
化
特
例
（
軽
課
）

　

一
定
の
環
境
性
能
を
有
す
る
車
両
に
対

し
て
、
排
出
ガ
ス
・
燃
費
性
能
の
基
準
に

応
じ
て
軽
自
動
車
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
軽
減
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
新

規
登
録
年
月
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

分
の
軽
自
動
車
税
の
み
で
す
。

※�

各
燃
費
基
準
の
達
成
状
況
は
、
自
動

車
検
査
証
の
備
考
欄
に
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

▼
納
税
方
法　

年
１
回
、
５
月
中
旬
に

納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

５
月
末
日
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場

合
は
そ
の
翌
営
業
日
）
ま
で
に
市
役
所

ま
た
は
最
寄
り
の
市
税
取
扱
金
融
機
関
、�

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

※�

口
座
振
替
の
人
は
、５
月
末
日
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
そ
の
翌
営

業
日
）
に
指
定
口
座
か
ら
引
落
し
さ

れ
ま
す
。
納
税
証
明
書
は
６
月
10
日

頃
の
発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
納

税
証
明
書
の
発
送
ま
で
に
車
検
を
受

け
る
人
は
、
記
帳
し
た
通
帳
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。
納
付
確
認
の
う
え
、

税
務
課
窓
口
で
納
税
証
明
書
を
発
行

し
ま
す
。（
平
成
30
年
度
分
の
軽
自

動
車
税
を
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
払
い
で
納
付
さ
れ
た
人
は
、

有
効
期
限
が
平
成
31
年
６
月
15
日
ま

で
の
納
税
証
明
書
を
平
成
30
年
６
月

中
旬
に
発
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ

ち
ら
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。）

〇
自
賠
責
制
度
に
つ
い
て

　

バ
イ
ク
・
原
動
機
付
自
転
車
に
も
自

賠
責
保
険
（
共
済
）
へ
の
加
入
が
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
無
保
険

（
無
共
済
）
で
走
行
す
る
と
、
法
律
で

罰
金
お
よ
び
罰
則
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

▼
自
賠
責
保
険
（
共
済
）
の
取
扱
い

損
害
保
険
会
社
、
共
済
農
業
協
同
組
合

（
Ｊ
Ａ
共
済
連
）、
労
働
者
共
済
生
活

協
同
組
合
（
全
労
済
）、
自
動
車
共
済

協
同
組
合
（
全
自
共
）、
ト
ラ
ッ
ク
交

通
共
済
協
同
組
合
（
交
協
連
）

※�

�250�

cc
以
下
の
バ
イ
ク
、
原
動
機
付
自

転
車
は
、
一
部
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
や
郵
便
局
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

〇
軽
自
動
車
税
の
減
免

　

原
則
と
し
て
、
心
身
に
障
が
い
の
あ

る
人
（
18
歳
未
満
の
人
や
精
神
に
障
が

い
が
あ
る
場
合
は
、
生
計
を
一
に
す
る

人
）
が
所
有
し
て
い
る
軽
自
動
車
等
に

か
か
る
税
金
は
、
一
台
に
限
り
減
免
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
普
通
自
動
車
で
税
金

が
減
免
さ
れ
て
い
る
人
、
障
害
者
福
祉

タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
利
用
券
・
高
齢
者

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人
は
、受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▼
申
請　

４
月
２
日
㈫
～
５
月
24
日
㈮

に
税
務
課
市
民
税
係
へ
。

▼
持
参
す
る
も
の　

身
体
障
害
者
手
帳

等
、自
動
車
検
査
証
、運
転
免
許
証
（
該

当
の
車
を
運
転
す
る
人
の
も
の
）、
納

税
義
務
者
の
印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

分
か
る
も
の

手続き内容 必要なもの

登
録

販売業者から
購入する場合 所有者の印鑑、販売証明書

市外から転入
した場合

所有者の印鑑、廃車証明書または
ナンバープレート

人から譲り受
けた場合

所有者の印鑑、譲渡証明書、廃車
証明書またはナンバープレート、

廃車するとき 所有者の印鑑、ナンバープレート

盗難にあったとき
※必ず警察に届けてください
所有者の印鑑、盗難届の受理番号
が分かるもの

※所有者と届出者が異なる場合、届出者の印鑑も必要となります。
※所有者・届出者の本人確認資料も必ず持参ください。
※   「使用しない」「壊れたので乗らない」といった理由では廃車手続き

はできません。車両を処分、譲渡してから手続きをしてください。

車　種 届　出　先

二輪の軽自動車
（125ccを超え
250cc以下）

軽自動車
協会

三河分室
豊田市若林西町西葉山48番地1
☎0565－52－3111

軽自動車 軽自動車
検査協会

愛知主管事務所　三河支所
豊田市若林西町西葉山48番地2
☎050－3816－1772

二輪の小型自動車
（250ccを超えるもの） 運輸支局

西三河自動車検査登録事務所
豊田市若林西町西葉山46
☎050－5540－2047

※ 住所変更・譲渡などで三河地区以外へ変更する場合は、新しく使用する地区を管轄
する事務所・支所で手続きをしてください。

知っていますか？軽自動車税
▶問合せ　税務課　市民税係（☎95－0116）


